
小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会（第１回） 次第 

 

〈日時〉令和５年１１月２４日（金）  

                          午前１０時から午前１１時３０分まで  

                      〈場所〉上之原会館Ａ・Ｂ会議室  
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・小金井市教育委員会いじめ問題対策委員 名簿 

・小金井市いじめ防止対策推進条例 

・小金井市いじめ防止基本方針 

・小金井市いじめ防止基本方針 新旧対照表 

・小金井市立小・中学校におけるいじめ対応の流れ【例】 

・諮問書（写） 



別紙 

 

小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会委員名簿 

 

任 期  令和５年 ４月 １日から 

令和７年 ３月３１日まで 

 

区分 氏名 所属等 

学識経験を有する者 今城 徹 玉川大学客員教授 

弁護士 坂井 愛 齋藤総合法律事務所弁護士 

心理に関する専門的な知識を

有する者 

小林 正幸 東京学芸大学名誉教授 

福祉に関する専門的な知識を

有する者 

梅山 佐和 東京学芸大学講師 

前各号に掲げる者のほか、教

育委員会が必要と認める者 

浅香 真知子 東京学芸大学特任准教授・医師 
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○小金井市いじめ防止対策推進条例 

令和２年12月21日条例第33号 

小金井市いじめ防止対策推進条例 

前文 

「いじめ」は、それを受けた子どもの基本的人権を侵害し、心身だけではなく、将来をも壊す可

能性があります。それゆえ、特に学校においては、子どもたちが安心して学校生活等を送れるよう

にすることを目指し、いじめ問題に責任をもって取り組み、対策を充実させていくことが必要です。

未来を担う子どもたちが、心豊かで安全・安心に生きる社会をいかにしてつくっていくか、それは、

子どもたちに関わる全ての人々が取り組む課題です。 

小金井市では、平成21年に小金井市子どもの権利に関する条例を制定し、平成24年に「いじめの

ないまち 小金井」を宣言し、平成26年には「小金井市いじめ防止基本方針」を掲げ、いじめのな

い小金井市の実現に向けて取り組んできました。しかし、いじめは、年々複雑になり、深刻な事態

も見られており、ここで、改めて問題を見つめ直すこと、いじめの防止等のための新しい組織づく

りに取り組むことが必要になってきました。 

子どもを取り巻く大人たちが、それぞれの責務を果たし、また、お互いに協力し合うことで、子

どもたちが心豊かで安全・安心に生きることができるまちをつくるよう、また、人権を尊重し合う

温かい人間関係を築き、夢と希望をもって健やかに育つことができる社会を実現するため、この条

例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という。）の趣旨

を踏まえ、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、小金井市（以下「市」とい

う。）、小金井市教育委員会（以下「教育委員会」という。）、学校、児童等、保護者及び市民

等の責務を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめ

の防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童

等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この条例において「いじめの防止等」とは、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめ
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への対処をいう。 

３ この条例において「学校」とは、小金井市公立学校設置条例（昭和39年条例第11号）第２条に

規定する学校をいう。 

４ この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

５ この条例において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）

をいう。 

６ この条例において「市民等」とは、市内に在住、在勤又は在学する者並びに市内で事業活動を

行う個人、法人及び団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形

成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取

り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨とし

て行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に

守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置すること

なく、いじめの解決に向けて積極的に行動できるようにすることを旨として行われなければなら

ない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及びいじめを行った児童等の心情及び

背景を踏まえて行うとともに、いじめを受けた児童等及びその保護者並びにいじめを行った児童

等及びその保護者に対して必要な支援が行われることを旨として行われなければならない。 

４ 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うた

め、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。 

５ いじめの防止等のための対策は、学校に加え、国、東京都（以下「都」という。）、市、保護

者、市民等その他の関係機関・関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目

指して行われなければならない。 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、いじめの防

止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的か
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つ効果的に推進する責務を有する。 

２ 市は、この条例の目的を達成するため、適切な財政的措置を講ずるものとする。 

３ 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ず

る責務を有する。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第６条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、市

民等その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組む

とともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に

対処する責務を有する。 

（保護者の責務） 

第７条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、

心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する

児童等がいじめを行うことがないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の

必要な指導を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保

護するものとする。 

３ 児童等の保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるも

のとする。 

（市民等の責務） 

第８条 市民等は、地域において児童等に対する見守り、声掛け等を行うことにより、児童等が安

心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。 

２ 市民等は、いじめを発見した場合又はいじめの疑いがあると認めた場合には、市、学校その他

の関係者に情報を提供するよう努めるものとする。 

（小金井市いじめ防止基本方針） 

第９条 市は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策

の推進に必要な事項を小金井市いじめ防止基本方針（以下「基本方針」という。）として定める

ものとする。 

２ 基本方針は、法第12条の規定に基づくいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針とする。 

（学校いじめ防止基本方針） 
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第10条 学校は、基本方針を踏まえ、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等の

ための具体的な対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

（小金井市いじめ問題対策連絡協議会） 

第11条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第１項の規定に基づ

き、学校、教育委員会、児童相談所、警察署その他の関係者により構成される小金井市いじめ問

題対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) いじめの防止等のための対策の推進に関する事項 

(２) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項 

(３) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定

める。 

（小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会） 

第12条 基本方針に基づく市におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条

第３項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、小金井市教育委員会いじめ問題対策委員

会（以下「対策委員会」という。）を置く。 

２ 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等

のうちから、教育委員会が委嘱する委員５人以内をもって組織する。 

３ 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審

議し、答申する。 

４ 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教

育委員会に意見を述べることができる。 

５ 対策委員会は、法第28条第１項に規定する重大事態（以下「重大事態」という。）が発生した

場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査（以下「法第28条調査」という。）を

行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。 

６ 学校、教育委員会その他の関係者は、法第28条調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努め

るものとする。 

７ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

８ 第２項及び前項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委
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員会が別に定める。 

（小金井市いじめ問題調査委員会） 

第13条 市長は、法第30条第１項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事

態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第

30条第２項の規定に基づき、市長の附属機関として、小金井市いじめ問題調査委員会（以下「調

査委員会」という。）を置くことができる。 

２ 調査委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等

で、当該報告に係る法第28条調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、市長が委嘱する

委員５人以内をもって組織する。 

３ 調査委員会は、市長の諮問に応じ、教育委員会又は学校が行った法第28条調査の結果について、

法第30条第２項に規定する調査（以下「再調査」という。）を行い、その結果を市長に答申する。 

４ 市長は、調査委員会を設置したとき、又は前項の規定による答申があったときは、議会に報告

するものとする。 

５ 学校、教育委員会その他の関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるもの

とする。 

６ 委員の任期は、市長が委嘱したときから、再調査が終了するときまでとする。 

７ 第２項及び前項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

（協力要請） 

第14条 市長及び教育委員会は、児童等と学校以外の学校教育法（昭和22年法律第26号）で定める

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）

に在籍する児童又は生徒との間で、いじめと同様の事態が発生した場合は、その事態の解決に向

けて当該学校に協力を求めることができる。 

（委任） 

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会

が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 
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２ 第12条第２項の規定による対策委員会の委員の委嘱に関し必要な準備行為は、この条例の施行

の日前においても、行うことができる。 

（特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和31年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

別表第３中「 

学校運営協議会委員 日額 1,500円

」を「 

学校運営協議会委員 日額 1,500円

教育委員会いじめ問題対策委

員会 

委員長 日額 11,000円

委員 日額 10,000円

いじめ問題調査委員会 委員長 日額 11,000円

委員 日額 10,000円

」に改める。 
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小金井市いじめ防止基本方針 

 

１ 基本方針策定の意義 

「いじめ」は、それを受けた子どもの人権を侵害し、心身だけではなく、将来

をも壊す可能性がある。それゆえ、全ての児童・生徒（以下「児童等」とい

う。）が安心して学校生活等を送れるようにすることを目指し、いじめ問題に責

任をもって取り組み、対策を充実させていくことが必要である。未来を担う子ど

もたちが、心豊かで安全・安心に生きる社会をいかにしてつくっていくか、それ

は、子どもたちに関わる全ての人々が取り組む課題である。 

小金井市では、平成２１年に小金井市子どもの権利に関する条例を制定し、平

成２４年に「いじめのないまち小金井」を宣言し、平成２６年には「小金井市い

じめ防止基本方針」を掲げ、いじめのない小金井市の実現に向けて取り組んでき

た。しかし、いじめは、年々複雑になり、深刻な事態も見られており、ここで、

改めて問題を見つめ直すこと、いじめの防止等のための新しい組織づくりに取り

組むことが必要になってきた。 

子どもを取り巻く大人たちが、それぞれの責務を果たし、お互いに協力し合う

ことで、子どもたちが心豊かで安全・安心に生きることができるまちをつくり、

人権を尊重し合う温かい人間関係を築き、夢と希望をもって健やかに育つことが

できる社会を実現する必要がある。 

以上のことを踏まえ、学校におけるいじめの問題を克服し、児童等の尊厳を保

持する目的の下、小金井市（以下「市」という。）、小金井市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）、学校、家庭、地域住民その他の関係機関が相互に連

携し、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）や東京都いじめ防止対

策推進条例（平成２６年東京都条例第１０３号）、小金井市いじめ防止対策推進

条例（令和２年条例第３３号）等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防

止、早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。以下同じ。）のための対

策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、ここに小金井市い

じめ防止基本方針（以下「基本方針」という。）を定める。 

 

２ いじめの定義 

この基本方針において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理



2 

 

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

３ いじめの禁止 

いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童等の

心に長く深い傷を残すものである。 

いじめは、絶対に許されない行為であり、全ての児童等は、いじめを行っては

ならない。 

 

４ いじめ問題への基本的な考え方 

  いじめは、どの学校でも起こり得るという認識の下、市、教育委員会及び学校

は、日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には、速やか

に解決する必要がある。とりわけ、子どもの尊い命が失われることは決してあっ

てはならず、早期発見・早期対応を基本として組織的な対策を講じていく必要が

ある。 

⑴ いじめを生まない、許さない学校づくり 

  ア いじめに関する児童等の理解を深める。 

    児童等がいじめについて深く考え理解するための取組として道徳の時間、児

童会・生徒会等による主体的な取組への支援などを通じて、児童等が、いじめ

は絶対許されないことを自覚するように促す。 

⑵ 児童等の保護の徹底と主体的な取組への支援 

ア いじめられた児童等を徹底して守り通す。 

いじめられた児童等からの情報やいじめの兆候を確実に受け止め、いじめら

れた児童等が安心して学校生活を送ることができるようにするため、いじめら

れた児童等を組織的に守り通す取組を徹底する。 

イ 児童等主体の取組を支える。 

    学校は、周囲の児童等がいじめについて知っていながらも、「言ったら自分

がいじめられる。」などの不安を抱えていることを直視し、勇気をもって教

員等に伝えた児童等を守り通すとともに、周囲の児童等の発言を促すための

児童等による主体的な取組を支援する。 

 ウ いじめの再発防止に努める。 
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   いじめを行った児童等に対しては、その心情及び背景を踏まえて指導を行

うとともに、いじめを行った児童等及びその保護者に対して必要な支援を行

う。 

⑶ 教員の指導力の向上と組織的対応 

ア 学校一丸となって取り組む。 

いじめ問題に適切に対応できるようにするため、個々の教員のいじめ問題へ

の鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。また、教員個人による対応に任せるこ

となく、学校全体による組織的な取組により解決を図る。 

⑷ 保護者・地域・関係機関と連携した取組 

ア 地域社会総掛かりで取り組む。 

いじめが複雑化・多様化する中、学校がいじめ問題を迅速かつ的確に解決で

きるようにするため、保護者や地域、関係機関、市立小中学校以外の学校と連

携し、いじめ問題に対する理解を深め、地域社会総掛かりでいじめ問題解決に

向けて取り組む必要がある。 

保護者は、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、規範意識を

養う指導などに努めるとともに、児童等をいじめから保護する。また、いじめ

の情報を得た場合には、学校に速やかに連絡、相談するなど、学校によるいじ

めの防止等の取組に協力するよう努める。 

 

５ 学校における取組 

⑴ 学校いじめ防止基本方針の策定 

   学校は、国のいじめの防止等のための基本的な方針（平成２５年１０月１１日

文部科学大臣決定、最終改定 平成２９年３月１４日）、東京都いじめ防止対

策推進基本方針（平成２６年７月１０日策定）及び基本方針を参酌し、その学

校の実情に応じ、学校いじめ防止基本方針を定める。 

⑵ 組織等の設置 

ア 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うた

めの組織を置く。 

イ 重大事態が発生した場合には、学校及び学校設置者は、速やかに組織を設

け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。  

⑶ 学校におけるいじめの防止等に関する取組 

   学校は、市、教育委員会及び関係機関と連携して、「未然防止」、「早期発
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見」、「早期対応」及び「重大事態への対処」の４つの段階に応じて、いじめ

の防止等に向けた効果的な対策を講じていくこととする。次に各段階における

取組例を示す。 

ア 未然防止 

(ｱ) 「いじめは絶対に許されない。」という雰囲気の学校全体への醸成 

(ｲ) 道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等によ

る、いじめを行わない態度・能力の育成 

    (ｳ) 児童等自らがいじめについて学び、主体的に考え、児童等自身がいじめ

の防止を訴えるような取組の推進 

(ｴ) 校内研修の充実等を通じた教職員の資質の向上 

    (ｵ) 児童等及び保護者を対象としたいじめ防止のための啓発活動の推進 

    (ｶ) 家庭訪問、学校通信などを通じた家庭との緊密な連携・協力 

  イ 早期発見 

(ｱ) 児童等の微妙な変化を見逃さない日常生活のきめ細やかな観察 

(ｲ) 全ての児童等に対して６月、１１月及び２月の「いじめ防止対策強化月

間」におけるいじめの実態を把握するためのアンケート調査等の実施及び

全ての児童等がいじめに関する相談等をしやすい体制の整備 

   (ｳ) 保健室、相談室等の利用及び電話相談等の窓口の周知、スクールカウン

セラーと児童等の面談等による相談体制の整備 

    (ｴ) 教職員全体によるいじめに関する情報の共有 

  ウ 早期対応 

    (ｱ) いじめを発見した場合、またはいじめの報告を受けた場合に特定の教職

員が一人で抱え込まない速やかな組織的対応 

    (ｲ) 聞き取り、アンケート調査等による迅速な事実確認 

    (ｳ) いじめられた児童等やいじめを知らせてきた児童等の安全の確保 

   (ｴ) いじめられた児童等が落ち着いて教育を受けられる環境の確保 

   (ｵ)  教育的配慮の下、いじめた児童等への毅
き

然とした態度による指導及び背

景を理解した支援や教育相談等の実施 

   (ｶ) 関係児童等及びその保護者が一堂に会しての謝罪・反省・和解の会の開

催 

   (ｷ) いじめを見ていた児童等が自分の問題として捉えられるようにする取組 

    (ｸ) 加害者・被害者双方の保護者への支援・助言 
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   (ｹ) 保護者会の開催などによる保護者との情報の共有 

   (ｺ) 関係機関、専門家等との相談・連携 

(ｻ) いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案についての警察と

の相談・連携 

  エ 重大事態への対処 

重大事態が発生した場合、第７項に基づき、学校は教育委員会と連携して組

織を設けるなどして、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を

行う。 

 

６ 市・教育委員会における取組 

⑴ いじめの防止等のための組織づくり 

ア 小金井市いじめ問題対策連絡協議会の設置 

     市は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例で定

めるところにより、「小金井市いじめ問題対策連絡協議会」を置く。主な所掌

事項は次のとおりとする。 

(ｱ) いじめの防止等のための対策の推進に関する事項  

（ｲ） いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項 

(ｳ) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項 

イ 小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会の設置 

     教育委員会は、小金井市いじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、

いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会の附属機関とし

て、専門的な知識を有する者から構成される「小金井市教育委員会いじめ問題

対策委員会」を置く。主な所掌事項は次のとおりとする。 

(ｱ) いじめの防止等のための調査研究等、専門的見地からの審議に関する事

項 

(ｲ) 教育委員会又は学校が行ういじめ防止等の対策に関する事項 

(ｳ) 学校において重大事態が発生した場合における、事実関係を明確にする

ための調査に関する事項 

  ウ 小金井市いじめ問題調査委員会の設置 

    市長は、法第３０条第１項の規定による報告を受けた場合において、当該報

告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のた

め必要があると認めるときは、法第３０条第２項の規定に基づき、市長の附
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属機関として、「小金井市いじめ問題調査委員会」を設置し、法第２８条第

１項の規定に基づく調査の結果についての調査（再調査）を行う。 

⑵ 小金井市子どもの権利に関する条例の周知・徹底 

  教育委員会は小金井市子どもの権利に関する条例（平成２１年条例第１１号）

を教育委員会の教育施策に位置付け、その周知・徹底を図り、子どもの人権を守

りいじめの未然防止及び早期解決に努める。 

⑶ いじめの防止等に関する取組 

  ア 相談体制の整備と周知 

児童等及び保護者が面接、電話、メールなど、多様な方法による相談ができ

る窓口を確保し、いじめに関する通報及び相談を受ける体制を整備する。ま

た、市教育相談所及び学校における相談窓口、教育委員会以外の相談機関の相

談体制や連絡先を定期的に児童等、保護者及び市民に周知する。 

イ 関係機関との情報共有や連携 

  警察、児童相談所、子ども家庭支援センター、医療機関、市立小中学校以

外の学校等の関係機関と情報共有や連携を図る。 

ウ 教職員の資質能力の向上、専門的知識を有する者の確保等 

教職員の資質能力の向上を図るために、いじめ問題等に関する研修の企画・

実施等、必要な措置を講じていく。また、心理又は福祉の専門的な知識を持つ

スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを確保し、学校に派遣

する。 

エ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 

  インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的な対処ができる

よう学校に対して必要な助言を行うとともに、警察や法務局等の関係機関と

の連携を図る。また、児童等に対する情報モラル教育の充実及び保護者に対

する啓発活動に取り組む。 

オ 啓発活動 

  いじめの防止等に向けて、児童等、保護者及び地域に対して必要な広報及

び啓発活動に取り組む。 

カ いじめの防止等のための調査研究の実施 

  生活指導主任研修会、人権教育推進委員会等と連携し、年間を通じていじ

めの防止等のための調査研究、検証等を行い、その成果を普及する。 

⑷ 重大事態への対処 
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   学校において重大事態が発生した場合、第7項に基づき、小金井市教育委員会

いじめ問題対策委員会は、学校及び教育委員会と連携して当該重大事態に係る

事実関係を明確にするための調査を行う。 

 

７ 重大事態への対処 

⑴ 重大事態の定義 

法第２８条第１項に基づき、重大事態とは次のことを想定しており、重大事態

か否かの判断は学校及び教育委員会が行う。 

ア いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。 

(ｱ) 児童生徒が自殺を企図した場合 

(ｲ) 身体に重大な被害を負った場合 

(ｳ) 金品等に重大な被害を被った場合 

(ｴ) 精神性の疾患を発症した場合   など 

イ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なくされている疑いがあると認めるとき 

(ｱ) 相当の期間学校を欠席することとは、不登校の定義を踏まえ、年間３０日

を目途とする。 

(ｲ) ただし、当該児童等が一定期間、連続して欠席しているような場合には、

上記目安にかかわらず、学校又は教育委員会の判断により、迅速に調査に着

手する。 

⑵ 学校における重大事態への対処 

ア いじめられた児童等の安全の確保 

イ いじめられた児童等が落ち着いて教育を受けられる環境の確保 

ウ 重大事態発生について教育委員会へ報告 

エ 関係機関、専門家等との相談・連携 

オ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案についての警

察との連携 

カ 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施又は小金井市教育

委員会いじめ問題対策委員会が行う調査への協力 

キ 重大事態の調査結果についての市長の調査（再調査）への協力 

⑶ 市・教育委員会における重大事態への対処 
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ア 支援及び調査と情報の提供 

小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会は、学校のいじめの防止等の組織

に専門家や事務局職員を派遣して必要な支援を行い、必要な措置を講じていく

ことを指示する。また、当該報告に係る事案について必要な調査を行う。事実

関係その他必要な調査結果について、学校やいじめを受けた児童等及び保護者

に対して適切に提供する。 

  イ 報告及び再調査 

学校で発生したいじめの重大事態について、実施した調査結果は、教育委員

会を通じて市長に報告する。市長は、必要があると認めるときは、調査組織を

設けて調査を行う等の方法により学校や教育委員会が行った調査について再調

査を行うことができるものとする。 

 

８ その他 

  市は、この基本方針に基づく取組状況を確認し、その結果に基づき、必要に応じ

て適切に対応していく。 
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小金井市いじめ防止基本方針 新旧対照表 

令和５年１１月２４日 

前回の提案 今回の改定案 備考 

１ 基本方針策定の意義 １ 基本方針策定の意義  

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいか

にしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関す

る国民的な課題である。とりわけ学校におけるいじめ

問題への対応は、全ての児童・生徒（以下「児童等」

という。）が安心して学校生活を送ることができること

を目指して取り組むことが重要である。 

小金井市では、平成２４年１０月に学校と市民が力

を合わせ、子どもたちが温かい人間関係を築き、夢と

希望をもって健やかに育つことができるように「いじ

めのないまち 小金井」を宣言し、その実現に全力で

取り組んできた。 

 

「いじめのないまち 小金井宣言」 

 

未来を担う子どもたちが、笑顔とともに元気で、毎日

を過ごすことは、みんなの願いです。ここに、「いじめ

のないまち 小金井」を宣言します。 

 

一 こころをつなぎ「いじめゼロ」をめざします。 

一 がまんをしないで相談します、相談させます。 

一 ねばりづよく、かけがえのない命を守ります。 

一 いじめをしない、させない勇気を持ちます。 

 

小金井市は、学校等、市民の皆さんとも力を合わせ、

子どもたちが温かい人間関係を築き、夢と希望を持って

健やかに育つことができるように、全力で取り組むこと

を誓います。 

 

「いじめ」は、それを受けた子どもの人権を侵害

し、心身だけではなく、将来をも壊す可能性がある。

それゆえ、全ての児童・生徒（以下「児童等」とい

う。）が安心して学校生活等を送れるようにすることを

目指し、いじめ問題に責任をもって取り組み、対策を

充実させていくことが必要である。未来を担う子ども

たちが、心豊かで安全・安心に生きる社会をいかにし

てつくっていくか、それは、子どもたちに関わる全て

の人々が取り組む課題である。 

小金井市では、平成２１年に小金井市子どもの権利

に関する条例を制定し、平成２４年に「いじめのない

まち小金井」を宣言し、平成２６年には「小金井市い

じめ防止基本方針」を掲げ、いじめのない小金井市の

実現に向けて取り組んできた。しかし、いじめは、

年々複雑になり、深刻な事態も見られており、ここ

で、改めて問題を見つめ直すこと、いじめの防止等の

ための新しい組織づくりに取り組むことが必要になっ

てきた。 

子どもを取り巻く大人たちが、それぞれの責務を果た

し、お互いに協力し合うことで、子どもたちが心豊かで

安全・安心に生きることができるまちをつくり、人権を

尊重し合う温かい人間関係を築き、夢と希望をもって健

やかに育つことができる社会を実現する必要がある。 

以上のことを踏まえ、学校におけるいじめの問題を

克服し、児童等の尊厳を保持する目的の下、小金井市

（以下「市」という。）、小金井市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）、学校、家庭、地域住民その

他の関係機関が相互に連携し、いじめ防止対策推進法

前回の協議内容を踏まえ、

条例の前文を基にした内

容と、人権尊重に関する内

容を提案する。 



2 
 

前回の提案 今回の改定案 備考 

   平成２４年１０月１日  小金井市   

小金井市教育委員会 

 

小金井市いじめ防止基本方針（以下「基本方針」と

いう。）は、「いじめのないまち 小金井宣言」を受

け、学校におけるいじめの問題を克服し、児童等の尊

厳を保持する目的の下、小金井市（以下「市」とい

う。）、小金井市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）、学校、家庭、地域住民その他の関係機関が相互

に連携し、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第

７１号）や東京都いじめ防止対策推進条例（平成２６

年東京都条例第１０３号）、小金井市いじめ防止対策推

進条例（令和２年条例第３３号）等に基づき、いじめ

の防止等（いじめの未然防止、早期発見、早期対応及

び重大事態への対処をいう。以下同じ。）のための対策

を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を

定めるものである。 

 

（平成２５年法律第７１号）や東京都いじめ防止対策

推進条例（平成２６年東京都条例第１０３号）、小金井

市いじめ防止対策推進条例（令和２年条例第３３号）

等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防止、早

期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。以下

同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進するた

めの基本的な方針として、ここに小金井市いじめ防止

基本方針（以下「基本方針」という。）を定める。 

２ いじめの定義 ２ 省略  

この基本方針において「いじめ」とは、児童等に対し

て、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児

童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的

又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象と

なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

  

３ いじめの禁止 ３ 省略  

いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権

利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の

形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童等の

心に長く深い傷を残すものである。 
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いじめは、絶対に許されない行為であり、全ての児

童等は、いじめを行ってはならない。 

 

４ いじめ問題への基本的な考え方 ４ 省略  

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識の

下、市、教育委員会及び学校は、日常的に未然防止に

取り組むとともに、いじめを把握した場合には、速や

かに解決する必要がある。とりわけ、子どもの尊い命

が失われることは決してあってはならず、早期発見・

早期対応を基本として組織的な対策を講じていく必要

がある。 

  

⑴ いじめを生まない、許さない学校づくり 

 ア いじめに関する児童等の理解を深める。 

児童等がいじめについて深く考え理解するため

の取組として道徳の時間、児童会・生徒会等によ

る主体的な取組への支援などを通じて、児童等

が、いじめは絶対許されないことを自覚するよう

に促す。 

  

⑵ 児童等の保護の徹底と主体的な取組への支援 

ア いじめられた児童等を徹底して守り通す。 

いじめられた児童等からの情報やいじめの兆候

を確実に受け止め、いじめられた児童等が安心し

て学校生活を送ることができるようにするため、

いじめられた児童等を組織的に守り通す取組を徹

底する。 

イ 児童等主体の取組を支える。 

学校は、周囲の児童等がいじめについて知って

いながらも、「言ったら自分がいじめられる。」な

どの不安を抱えていることを直視し、勇気をもっ

て教員等に伝えた児童等を守り通すとともに、周

囲の児童等の発言を促すための児童等による主体
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的な取組を支援する。 

ウ いじめの再発防止に努める。 

   いじめを行った児童等に対しては、その心情及

び背景を踏まえて指導を行うとともに、いじめを

行った児童等及びその保護者に対して必要な支援

を行う。 

⑶ 教員の指導力の向上と組織的対応 

ア 学校一丸となって取り組む。 

いじめ問題に適切に対応できるようにするた

め、個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的

確な指導力を高める。また、教員個人による対応

に任せることなく、学校全体による組織的な取組

により解決を図る。 

  

⑷ 保護者・地域・関係機関と連携した取組 

ア 地域社会総掛かりで取り組む。 

いじめが複雑化・多様化する中、学校がいじめ

問題を迅速かつ的確に解決できるようにするた

め、保護者や地域、関係機関、市立小中学校以外

の学校と連携し、いじめ問題に対する理解を深

め、地域社会総掛かりでいじめ問題解決に向けて

取り組む必要がある。 

保護者は、その保護する児童等がいじめを行う

ことのないよう、規範意識を養う指導などに努め

るとともに、児童等をいじめから保護する。ま

た、いじめの情報を得た場合には、学校に速やか

に連絡、相談するなど、学校によるいじめの防止

等の取組に協力するよう努める。 

 

  

５ 学校における取組 ５ 学校における取組  

⑴ 学校いじめ防止基本方針の策定 

学校は、国のいじめの防止等のための基本的な方

⑴ 省略  
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針（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定、最

終改定 平成２９年３月１４日）、東京都いじめ防止

対策推進基本方針（平成２６年７月１０日策定）及

び基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、学校

いじめ防止基本方針を定める。 

⑵ 組織等の設置 

ア 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関

する措置を実効的に行うための組織を置く。 

イ 重大事態が発生した場合には、学校及び学校設

置者は、速やかに組織を設け、当該重大事態に係

る事実関係を明確にするための調査を行う。 

⑵ 省略 

 

 

 

⑶ 学校におけるいじめの防止等に関する取組 

学校は、市、教育委員会及び関係機関と連携し

て、「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」及び「重

大事態への対処」の４つの段階に応じて、いじめの

防止等に向けた効果的な対策を講じていくこととす

る。次に各段階における取組例を示す。 

⑶ 学校におけるいじめの防止等に関する取組  

ア 未然防止 

(ｱ) 「いじめは絶対に許されない。」という雰囲

気の学校全体への醸成 

(ｲ) 道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体

験活動などの推進等による、いじめを行わない

態度・能力の育成 

(ｳ) 児童等自らがいじめについて学び、主体的に

考え、児童等自身がいじめの防止を訴えるよう

な取組の推進 

(ｴ) 校内研修の充実等を通じた教職員の資質の向

上 

(ｵ) 児童等及び保護者を対象としたいじめ防止の

ための啓発活動の推進 

(ｶ) 家庭訪問、学校通信などを通じた家庭との緊

 ア 省略 
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密な連携・協力 

イ 早期発見 

(ｱ) 児童等の微妙な変化を見逃さない日常生活の

きめ細やかな観察 

(ｲ) 全ての児童等に対して６月、１１月及び２月

の「いじめ防止対策強化月間」におけるいじめ

の実態を把握するためのアンケート調査等の実

施及び全ての児童等がいじめに関する相談等を

しやすい体制の整備 

(ｳ) 保健室、相談室等の利用及び電話相談等の窓

口の周知、スクールカウンセラーと児童等の面

談等による相談体制の整備 

(ｴ) 教職員全体によるいじめに関する情報の共有 

イ 省略  

ウ 早期対応 

(ｱ) いじめを発見した場合、またはいじめの報告

を受けた場合に特定の教職員が一人で抱え込ま

ない速やかな組織的対応 

(ｲ) 聞き取り、アンケート調査等による迅速な事

実確認 

(ｳ) いじめられた児童等やいじめを知らせてきた

児童等の安全の確保 

(ｴ) いじめられた児童等が落ち着いて教育を受け

られる環境の確保 

(ｵ) 教育的配慮の下、毅
き

然とした態度によるいじ

めた児童等への指導及び教育相談等の実施 

 

(ｶ) 関係児童等及びその保護者が一堂に会しての

謝罪・反省・和解の会の開催 

(ｷ) いじめを見ていた児童等が自分の問題として

捉えられるようにする取組 

(ｸ) 加害者・被害者双方の保護者への支援・助言 

 ウ 早期対応 

  (ｱ) 省略 

 

 

  (ｲ) 省略 

 

  (ｳ) 省略 

 

  (ｴ) 省略 

 

  (ｵ) 教育的配慮の下、いじめた児童等への毅
き

然と

した態度による指導及び背景を理解した支援や

教育相談等の実施 

  (ｶ) 省略 

 

  (ｷ) 省略 

 

  (ｸ) 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の協議内容を反映す

る。 
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(ｹ) 保護者会の開催などによる保護者との情報の

共有 

(ｺ) 関係機関、専門家等との相談・連携 

(ｻ) いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念が

ある事案についての警察との相談・連携 

  (ｹ) 省略 

 

  (ｺ) 省略 

  (ｻ) 省略 

エ 重大事態への対処 

重大事態が発生した場合、学校は教育委員会と

連携して組織を設けるなどして、当該重大事態に

係る事実関係を明確にするための調査を行う。 

 

 

 エ 重大事態への対処 

重大事態が発生した場合、第 7項に基づき、学

校は教育委員会と連携して組織を設けるなどし

て、当該重大事態に係る事実関係を明確にするた

めの調査を行う。 

 

前回の協議内容を反映す

る。 

６ 市・教育委員会における取組 ６ 市・教育委員会における取組  

⑴ いじめの防止等のための組織づくり ⑴ 省略  

ア 小金井市いじめ問題対策連絡協議会の設置 

市は、いじめの防止等に関係する機関及び団体

の連携を図るため、条例で定めるところにより、

「小金井市いじめ問題対策連絡協議会」を置く。

主な所掌事項は次のとおりとする。 

(ｱ) いじめの防止等のための対策の推進に関する

事項 

（ｲ） いじめの防止等に関係する機関及び団体の

連携に関する事項 

(ｳ) その他いじめの防止等のための対策の推進

に必要な事項 

  

イ 小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会の設

置 

教育委員会は、小金井市いじめ問題対策連絡協

議会との円滑な連携の下に、いじめの防止等のた

めの対策を実効的に行うため、教育委員会の附属

機関として、専門的な知識を有する者から構成さ

れる「小金井市教育委員会いじめ問題対策委員
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会」を置く。主な所掌事項は次のとおりとする。 

(ｱ) いじめの防止等のための調査研究等、専門的

見地からの審議に関する事項 

(ｲ) 教育委員会又は学校が行ういじめ防止等の対

策に関する事項 

(ｳ) 学校において重大事態が発生した場合におけ

る、事実関係を明確にするための調査に関する

事項 

ウ 小金井市いじめ問題調査委員会の設置 

   市長は、法第３０条第１項の規定による報告を

受けた場合において、当該報告に係る重大事態へ

の対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防

止のため必要があると認めるときは、法第３０条

第２項の規定に基づき、市長の附属機関として、

「小金井市いじめ問題調査委員会」を設置し、法

第２８条第１項の規定に基づく調査の結果につい

ての調査（再調査）を行う。 

  

⑵ 小金井市子どもの権利に関する条例の周知・徹底 

  教育委員会は小金井市子どもの権利に関する条例

（平成２１年条例第１１号）を教育委員会の教育施

策に位置付け、その周知・徹底を図り、子どもの人

権を守りいじめの未然防止及び早期解決に努める。 

⑵ 省略  

⑶ いじめの防止等に関する取組 

 ア 相談体制の整備と周知 

児童等及び保護者が面接、電話、メールなど、

多様な方法による相談ができる窓口を確保し、い

じめに関する通報及び相談を受ける体制を整備す

る。また、市教育相談所及び学校における相談窓

口、教育委員会以外の相談機関の相談体制や連絡

先を定期的に児童等、保護者及び市民に周知す

る。 

⑶ 省略 
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イ 関係機関との情報共有や連携 

警察、児童相談所、子ども家庭支援センター、

医療機関、市立小中学校以外の学校等の関係機関

と情報共有や連携を図る。 

ウ 教職員の資質能力の向上、専門的知識を有する

者の確保等 

教職員の資質能力の向上を図るために、いじめ

問題等に関する研修の企画・実施等、必要な措置

を講じていく。また、心理又は福祉の専門的な知

識を持つスクールカウンセラー及びスクールソー

シャルワーカーを確保し、学校に派遣する。 

エ インターネットを通じて行われるいじめに対す

る対策の推進 

インターネットを通じて行われるいじめを防止

し、効果的な対処ができるよう学校に対して必要

な助言を行うとともに、警察や法務局等の関係機

関との連携を図る。また、児童等に対する情報モ

ラル教育の充実及び保護者に対する啓発活動に取

り組む。 

オ 啓発活動 

いじめの防止等に向けて、児童等、保護者及び

地域に対して必要な広報及び啓発活動に取り組

む。 

カ いじめの防止等のための調査研究の実施 

   生活指導主任研修会、人権教育推進委員会等と

連携し、年間を通じていじめの防止等のための調

査研究、検証等を行い、その成果を普及する。 

⑷ 重大事態への対処 

学校において重大事態が発生した場合、小金井市

教育委員会いじめ問題対策委員会は、学校及び教育

委員会と連携して当該重大事態に係る事実関係を明

⑷ 重大事態への対処 

  学校において重大事態が発生した場合、第７項に基

づき、小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会は、

学校及び教育委員会と連携して当該重大事態に係る

前回の協議内容を反映す

る。 
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確にするための調査を行う。 

 

事実関係を明確にするための調査を行う。 

７ 重大事態への対処 ７ 省略  

⑴ 重大事態の定義 

法第２８条第１項に基づき、重大事態とは次のこ

とを想定しており、重大事態か否かの判断は学校及

び教育委員会が行う。 

ア いじめにより当該学校に在籍する児童等の生

命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

ると認めるとき。 

(ｱ) 児童生徒が自殺を企図した場合 

(ｲ) 身体に重大な被害を負った場合 

(ｳ) 金品等に重大な被害を被った場合 

(ｴ) 精神性の疾患を発症した場合   など 

イ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当

の期間学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認めるとき。 

(ｱ) 相当の期間学校を欠席することとは、不登校

の定義を踏まえ、年間３０日を目途とする。 

(ｲ) ただし、当該児童等が一定期間、連続して欠

席しているような場合には、上記目安にかかわ

らず、学校又は教育委員会の判断により、迅速に

調査に着手する。 

  

⑵ 学校における重大事態への対処 

ア いじめられた児童等の安全の確保 

イ いじめられた児童等が落ち着いて教育を受けら

れる環境の確保 

ウ 重大事態発生について教育委員会へ報告 

エ 関係機関、専門家等との相談・連携 

オ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認

められる事案についての警察との連携 
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カ 重大事態に係る事実関係を明確にするための調

査の実施又は小金井市教育委員会いじめ問題対策

委員会が行う調査への協力 

キ 重大事態の調査結果についての市長の調査（再

調査）への協力 

⑶ 市・教育委員会における重大事態への対処 

ア 支援及び調査と情報の提供 

小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会は、

学校のいじめの防止等の組織に専門家や事務局職

員を派遣して必要な支援を行い、必要な措置を講

じていくことを指示する。また、当該報告に係る

事案について必要な調査を行った上で、事実関係

その他の調査結果について、学校やいじめを受け

た児童等及び保護者に対して適切に提供する。 

 イ 報告及び再調査 

学校で発生したいじめの重大事態について、実

施した調査結果は、教育委員会を通じて市長に報

告する。市長は、必要があると認めるときは、調査

組織を設けて調査を行う等の方法により学校や教

育委員会が行った調査について再調査を行うこと

ができるものとする。 

 

  

８ その他 ８ 省略  

市は、この基本方針に基づく取組状況を確認し、そ

の結果に基づき、必要に応じて適切に対応していく。 

  

 



小金井市立小・中学校におけるいじめ対応の流れ【例】 

未
然
防
止 

● 「いじめは絶対に許されない。」という雰囲気の学校全体への醸成 

● 道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等による、いじめを行わない態度・能力の育成 

● 児童等自らがいじめについて学び、主体的に考え、児童等自身がいじめの防止を訴えるような取組の推進 

● 校内研修の充実等を通じた教職員の資質の向上 

● 児童等及び保護者を対象としたいじめ防止のための啓発活動の推進 

● 家庭訪問、学校通信などを通じた家庭との緊密な連携・協力 

★ 学校いじめ対策委員会によるいじめ防止等の対策に係る学校の年間活動計画の作成・実施、定例会議の開催 

 

早
期
発
見 

● 児童等の微妙な変化を見逃さない日常生活のきめ細やかな観察 

● 全ての児童等に対して６月、１１月及び２月の「いじめ防止対策強化月間」におけるいじめの実態を把握する

ためのアンケート調査等の実施及び全ての児童等がいじめに関する相談等をしやすい体制の整備 

● 保健室、相談室等の利用及び電話相談等の窓口の周知、スクールカウンセラーと児童等の面談等による相談体

制の整備 

● 教職員全体によるいじめに関する情報の共有 

★ どんな小さな事例でも学校いじめ対策委員会として教職員から報告を受け情報共有する体制の整備 

 

早
期
対
応 

発
見 

● いじめを発見した場合、またはいじめの報告を受けた場合に特定の教職員が一人で抱え込まない速や

かな組織的対応 

 ＊ 学級担任等発見教職員 → 学年主任・生活指導主任 → 副校長・校長 

★ 学校いじめ対策委員会による事実確認の方法の検討・決定 

事
実
確
認
・
情
報
収
集 

● 聞き取り、アンケート調査等による迅速な事実確認 

 ＊ 双方の児童等の発達段階や状況等に応じて、事実確認の場・対応教職員について配慮 

 ＊ 詳細な記録の作成、さらなる事実確認に向けての校内での情報共有 

● いじめられた児童等やいじめを知らせてきた児童等の安全の確保 

● いじめられた児童等が落ち着いて教育を受けられる環境の確保 

 ＊ 教職員による丁寧な見守り・状況確認、家庭等との緊密な連携 

 ＊ いじめを理由として相当の期間学校を欠席した場合の速やかな対応 

方
針
決
定 

★ 学校いじめ対策委員会による、いじめであるか、いじめの疑いの状況であるか等についての判断 

★ 学校いじめ対策委員会による早期解決に向けた対応方針等の協議・決定 

＊ 双方の児童等の発達段階や状況等に応じて、今後の対応の場・対応教職員について配慮 

＊ 重大事態と考えられる場合は速やかに教育委員会に報告 

対
応
・
経
過
観
察 

● 教育的配慮の下、毅然とした態度によるいじめた児童等への指導及び教育相談等の実施 

● 関係児童等及びその保護者が一堂に会しての謝罪・反省・和解の会の開催 

● いじめを見ていた児童等が自分の問題として捉えられるようにする取組 

● 加害者・被害者双方の保護者への支援・助言 

● 保護者会の開催などによる保護者との情報の共有 

● 関係機関、専門家等との相談・連携 

● いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案についての警察との相談・連携 

 ＊ 全ての対応・支援において双方の児童等・保護者の心情・背景を踏まえて実施 

★学校いじめ対策委員会による対応教職員等に対する適切な助言・相談 

★学校いじめ対策委員会が定めた共通書式での記録の保管・情報の引継ぎ 

● 小金井市いじめ防止基本方針に示されている学校の取組例 

★ 東京都教育委員会「いじめ総合対策」に示されている学校いじめ対策委員会の主な役割等 

＊ 対応時の留意事項等 
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小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会 

   委員長 小林 正幸 様 

 

小金井市教育委員会        

教育長  大熊 雅士   

 

 

いじめの防止等のための対策の推進について（諮問） 

 

小金井市いじめ防止対策推進条例第１２条第３項の規定に基づき、下記事項につい

て貴委員会のご意見、ご見解等を賜りたく、諮問いたします。 

 

 

記 

 

１ 諮問事項 

  小金井市いじめ防止基本方針について 

 

２ 諮問理由 

  小金井市いじめ防止基本方針について、小金井市いじめ防止対策推進条例の趣旨

に基づき、具体的ないじめ防止の取組等を踏まえたものに改定するため 

○写  


